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　この度の平成 29年７月九州北部豪雨に

より被害に遭われた方々に心よりお見舞

い申し上げます。

　また、今回の災害においてご尽力をい

ただいた、関係機関の皆様に感謝申し上

げます。

　７月５日から６日にかけて、対馬海峡

付近に停滞した梅雨前線に向かって暖か

く非常に湿った空気が流れ込んだ影響等

により、線状降水帯が形成・維持され、

同じ場所に猛烈な雨を継続して降らせた

ことから、九州北部地方で記録的な大雨

となり、福岡県の朝倉市や東峰村を中心

としたエリアでは、わずか９時間で 774mm

という短時間に記録的豪雨を観測し、こ

れまでの観測記録を更新する未曾有の豪

雨となりました。

　その被害は、朝倉市、東峰村を中心に

死者 34名、行方不明４名、家屋被害 1,721

棟になります（福岡県発表 10月３日現在）。

　また、道路、河川、農業、林業、商工業、

電気、水道などにも甚大な被害が生じまし

た。

　さらに、中山間地域においては、道路の

寸断により、多くの地区が孤立状態となり

ました。

　このような、これまで経験したことのな

い、未曾有の災害に対応することになりま

した。

　県では、雨量が災害対策本部設置基準

（直近の 25 時間雨量が 250mm を超え、か

つ、直近の１時間雨量が 70mm を超えたと

き）を超える恐れがあるとの判断を行い、

７月５日 15時 30分に福岡県災害対策本部
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アルにより職員の役割分担が明確であり、

日頃から訓練等を実施していたことから、

防災危機管理局の職員が、それぞれの役割

をしっかりと認識していたため、スムーズ

な対応ができました。

　加え、福岡県は県庁に防災危機管理局で

の業務経験のある職員からなる、「災害時

緊急派遣チーム」を設置しており、災害

発生後、被災地の業務を支援するため直ち

に、朝倉市及び東峰村へ派遣し、現職員と

経験職員が連携して各種業務に、迅速かつ

的確に対処しており、改めて当該制度の有

効性が確認できました。

を設置し、被害の情報収集や国、市町村及

び関係機関との調整を開始するとともに、

初動段階の救出・救助のため、福岡県消防

相互応援協定による県内の消防応援、緊急

消防援助隊の要請を行うなどの体制を整

えました。

　災害対策本部の運営や関係機関との調

整において、災害対応の経験豊かな自衛官

ＯＢの防災危機管理局の防災危機管理専

門監が、災害対策本部体制の確立、情報収

集などにおいてリーダーシップを発揮し、

迅速な対応ができました。

　また、災害対策（警戒）本部職員用マニュ
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　また、県庁各部局と消防、警察、自衛隊、

海上保安庁、内閣府、消防庁、国土交通省

等の関係機関と密に連携するため、県災害

対策本部では、会議を行い県の方針を伝え

るとともに、捜索と救助を行ううえでの課

題等を調整しました。

　このように、各局面において適切な初動

体制の確保により、迅速な人命救助活動や

避難者支援に繋がっていきました。

　災害発生直後から、緊急消防援助隊、県

内消防本部、警察、自衛隊等各機関による

迅速な捜索・救出活動により多くの方が

救助されました。特に道路が寸断されたた

め、中山間地域において孤立した地区が

多くあり、防災消防ヘリをはじめ、警察、

自衛隊、海上保安庁のヘリも多数投入さ

れ、被災者の救助や支援物資の輸送など、

各機関のヘリの活動は効果的でした。

　さらに、ヘリテレからの現地の映像を活

用することで、常に最新の被害状況を把握

することができ、捜索、救助等の活動方針

を決定するうえで有効でした。

　加えて、被災市町村の消防団は、災害発

生時から地元住民と協力して、地域住民の

避難誘導や救助活動などを行い、まさしく

地域防災力の中核としての役割を十分に

果たすとともに、また行方不明者の捜索に

おいても長期にわたり多くの消防団員が

活動を行ってもらっています。

　災害救助への対応は、各関係機関の活動

を、いかに円滑に進めるかが肝心です。今

回、本県では初めて緊急消防援助隊の応援

要請を行い、その受け入れや、本県は消防

防災ヘリを持っていないため、ヘリの運用

調整に苦労した部分もありましたが、関係

機関との連絡調整を密に行うことにより、

被災地における捜索・救助等の活動を展開

できたと考えています。

　

　発災直後は、災害対策本部において、関

係機関と一体となって、まず人命救助、被

災地の応急復旧、避難された方々への支援

被災者支援

人命救助
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者４名、避難所に 40名が避難されていま

すが、被災地の皆様が一日も早く、元の平

穏な生活に戻っていただけるよう全力を

あげて、復旧・復興に取り組んでいきたい

と思います。

に全庁を挙げて取り組んできました。

　こうした中、被災者の皆様が、一日も早

く元の生活、仕事に戻れるようにするた

め、緊急対応と並行して、被災者支援に専

門的、機動的に取り組むため、７月 14日

に副知事をチームリーダーとした「被災者

支援チーム」を災害対策本部のもとに設置

し、被災者支援に迅速かつ的確に対応でき

るよう、県庁の各部局が連携・協力して取

り組んでいます。

　その主な取組は、被災者の生活再建支

援、被災された商工業者、農林水産業者の

事業継続支援、被災自治体の行政運営支援

などです。

　災害発生直後から、消防、自衛隊、国

をはじめとする関係機関から協力があり、

迅速的かつ的確な初動対応ができました。

しかし、今回の災害を受けて新たに出た課

題、改善点も多々あると思います。

　発災から３か月がすぎた現在、行方不明
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